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平成21年2月3日 

 

各   位 

会 社 名 シ ン キ 株 式 会 社

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 常 峰  仁

 （コード番号：８５６８ 東証第一部）

問合せ先 執行役員経営企画部長 根 本  要

 ＴＥＬ：０３－３３４５－９３４１

 ＵＲＬ： http://www.shinki.co.jp 

 

 

当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ 
 

 

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社新生銀行及びGEコンシューマー・ファイナンス株式会

社による当社株式に対する公開買付けについて下記のとおり意見を表明することを決議いたしましたので、

お知らせいたします。 

 

記 

 

１．公開買付者の概要 

 

 

（１） 商 号 株式会社新生銀行 

（２） 事 業 内 容 銀行業 

（３） 設 立 年 月 日 昭和27年12月１日 

（４） 本 店 所 在 地 東京都千代田区内幸町二丁目１番８号 

（５） 代表者の役職・氏名 取締役会長 代表執行役社長 八城 政基 

（６） 資 本 金 476,297百万円 

（７） 

大株主及び持株比率 

ｻﾀｰﾝ ﾌｫｰ ｻﾌﾞ ｴﾙﾋﾟｰ（ｼﾞｪｰﾋﾟｰｴﾑｼｰﾋﾞｰ 380111） 
(常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行 兜町
証券決済業務室)  
 
預金保険機構 
 
株式会社整理回収機構  
 
ｻﾀｰﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ ｽﾘｰ ｻﾌﾞ ｼｰﾌﾞｲ （ｼﾞｪｰﾋﾟｰｴﾑｼｰﾋﾞｰ 
380113） 
(常任代理人 株式会社みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 兜町証券決
済業務室) 
 
株式会社新生銀行  
 
J. ｸﾘｽﾄﾌｧｰ ﾌﾗﾜｰｽﾞ  
 

 
15.67％ 
 
 
13.06％ 
 
9.70％ 
 
 
5.36％ 
 
 
 
4.68％ 
 
4.49％ 
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ｼﾞｪｰﾋﾟｰ ﾓﾙｶﾞﾝ ﾁｪｰｽ ﾊﾞﾝｸ 380055 
(常任代理人 株式会社みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 兜町証券決
済業務室) 
 
ｽﾃｰﾄｽﾄﾘｰﾄﾊﾞﾝｸｱﾝﾄﾞﾄﾗｽﾄｶﾝﾊﾟﾆー 
(常任代理人 株式会社みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 兜町証券決
済業務室) 
 
ｻﾀｰﾝ ﾌｧｲﾌﾞ ｼｰﾌﾞｲ（ｼﾞｪｰﾋﾟｰｴﾑｼｰﾋﾞｰ 380114） 
(常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行 兜町
証券決済業務室) 
 
日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社(信託口 ４Ｇ) 
 
日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社(信託口) 
 

 
3.99％ 
 
 
 
3.50％ 
 
 
 
3.43％ 
 
 
2.26％ 
 
1.80％ 

 

 

資 本 関 係

 

 

公開買付者は平成 20 年９月 30 日現在、当社の発行済

株式総数の67.77%を保有しております。 

 

 

人 的 関 係

 

 

当社の取締役のうち、常峰仁、青木康博、嶋崎雅之は

公開買付者の出身者であります。また、平成21年２月

３日現在、公開買付者より当社へ 7 名、職員を出向さ

せております。 

 

 

取 引 関 係

 

 

当社は公開買付者との間で短期借入の取引を行ってお

ります。 

（８） 
買付者と対象者の 

関 係 等 

 

関連当事者へ

の 該 当 状 況

 

当社は、公開買付者の連結子会社です。 

 

 

 

（１） 商 号 GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 

（２） 事 業 内 容 消費者金融業 

（３） 設 立 年 月 日 平成６年６月３日 

（４） 本 店 所 在 地 東京都港区赤坂五丁目２番20号 赤坂パークビル 

（５） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 梅田 正太 

（６） 資 本 金 66,518百万円 

（７） 
大株主及び持株比率 

(株)新生銀行 99.80％ 

(株)アプラス   0.20％ 

（８） 
買付者と対象者の 

関 係 等 

 

資 本 関 係

 

該当事項はありません。 
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人 的 関 係

 

該当事項はありません。 

 

取 引 関 係

 

該当事項はありません。 

  

 

関連当事者へ

の 該 当 状 況

 

該当事項はありません。 

 

 

２．当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

 

（１） 本公開買付けに関する意見の内容 

 

当社は、平成21年２月３日開催の取締役会において、株式会社新生銀行（以下「新生銀行」とい

います。）及びGEコンシューマー・ファイナンス株式会社（以下「GECF」といいます。また、新生

銀行とGECFの両社を「公開買付者ら」といいます。）による当社普通株式を対象とする公開買付け

（以下「本公開買付け」といいます。）について、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の

皆様が本公開買付けに応募されることを勧める旨を決議いたしました。 

 

 

（２）本公開買付けの概要 

 

 

現在、公開買付者である新生銀行は、当社の普通株式を102,430,096株（現在の当社の発行済株

式総数に対する所有株式の割合（以下「株式所有割合」といいます。）にして67.77%）を所有し、

また、新生銀行グループに属する他の会社とともに、公開買付者であるGECFの普通株式の全てを所

有しているところ、公開買付者らは、今後、当社とGECFとの間で大幅な業務の統合・再編成を実施

する可能性に鑑み、現在における当社の株主に対して、その保有する当社の普通株式の売却の機会

を提供すべく、当社の発行済普通株式の全部又は一部（ただし、公開買付者らが既に保有する当社

の普通株式及び当社が保有する自己株式は除きます。以下「対象普通株式」といいます。）を取得

する目的で、本公開買付けを実施いたします。なお、本公開買付けの目的に鑑み、本公開買付けに

おいては、買付予定の株券等の数について、その上限及び下限が設定されません。 

また、公開買付者らは、本公開買付けにより対象普通株式の全てを取得できなかった場合におい

て、本公開買付けの結果及び本公開買付け後に予定される当社とGECFの間の業務の統合・再編成の

内容等を踏まえて当社等と協議を行った上で公開買付者らが必要と判断したときは、公開買付者ら

により当社の発行済株式（当社が保有する自己株式を除きます。）の全てを取得し、以って当社を

新生銀行グループの完全支配下におくための一連の手続（以下「完全支配化手続」といい、その詳

細は後記(6)に記載のとおりです。）を実施する可能性があります。なお、公開買付者らは、本公開

買付けの結果として、その株式所有割合の合計が90%以上となった場合、完全支配化手続を実施す

る予定でおります。 

本公開買付けにおける対象普通株式１株当りの買付価格（以下「本公開買付価格」といいま

す。）は100円です。 

 

 

（３）本公開買付けの背景 
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新生銀行は、昭和27年に設立され、法人及び個人顧客に幅広い金融商品・サービスを提供する国

内の総合金融機関です。新生銀行は、旧株式会社日本長期信用銀行時代に一時国有化された後、平

成12年３月に一時国有化を終了し再スタートするとともに、同年６月にその商号を株式会社新生銀

行にいたしました。新生銀行は平成16年２月に東京証券取引所に再上場され、その総資産は平成20

年３月現在、連結ベースで11兆5,000億円に上ります。 

GECFは、平成３年に設立され、平成10年、コンシューマーローン事業「レイク」を取得し、今日

は主に日本の個人顧客向けにコンシューマーローン、住宅ローン及びクレジットカードローンの

サービスを提供しております。平成20年、同社の親会社であったGEジャパン・ホールディングス株

式会社が同社の全株式を新生銀行グループに売却したことにより、現在、同社は、新生銀行グルー

プにより、その発行済株式の100%を所有されています。なお、平成21年４月１日からは、新生フィ

ナンシャル株式会社に商号を変更予定です。 

当社は、昭和29年に設立され、１週間無利息の「ノーローン」を主力商品として、一般消費者、

中小企業のオーナー及び個人事業主に対し、小口の無担保無保証ローン事業を行っております。平

成11年２月に東京証券取引所に上場し、平成14年３月に新生銀行と業務提携契約を締結、平成16年

10月に新生銀行が筆頭株主となりました。その後、平成19年12月にその持分が67.77％となり、当

社は新生銀行の連結子会社となりました。 

平成20年９月に新生銀行がGECFを買収し、新生銀行グループでは当社とGECFがコンシューマー

ローン事業を行っております。新生銀行は収益の柱のひとつとして位置付ける個人部門において、

グループのコンシューマーローン事業を統合し、業務効率化と競争力の強化を図る方針であり、本

公開買付けは、この方針に則り実施されるものであります。 

 

 

（４）本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程 

 

① 当社取締役会における意思決定の前提 

 

当社取締役会は、取締役５名で構成され、うち１名が社外取締役であります。また、取締役５

名のうち、代表取締役、取締役及び社外取締役の計３名は新生銀行出身でありますが、いずれも

当社からの就任要請に基づくものであり、新生銀行からの経営の独立性は確保されております。 

当社と新生銀行との各種取引につきましては、金融市場動向等を勘案のうえ、一般取引条件と

同様に決定し、また、決定に際しましては、法令及び社内規定に則り取締役会等で所定の手続き

を行い、監査役や監査部により会社業務が適正に遂行されていることを確認しております。こう

した取引等の決定や監査機能等により、少数株主保護の体制は維持されていると判断しておりま

す。 

 

② 本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程 

 

本項第（３）号に記載のとおり、平成20年9月に新生銀行がGECFを買収したことに伴い、新生銀

行が収益の柱のひとつとして位置付ける個人部門におけるコンシューマーローン事業を当社と

GECFがそれぞれ別個に取り組んでおりますが、新生銀行は、かかるコンシューマーローン事業を

統合し、業務効率化と競争力の強化を図る方針を打ち出し、この方針に則って、新生銀行から、

当社に対して、本公開買付けの方向性が打診されて以来、当社は、少数株主保護をも念頭に置き、

当社株主利益の最大化のために、新生銀行との間で本公開買付けに関して意見交換をしてきてお

ります。 

その際、本公開買付けにおきましては、親会社である新生銀行が公開買付者であること、取締

役に新生銀行の出身者が含まれることに鑑み、当社取締役会は、本公開買付けに関する意見表明

に係る意思決定過程におけるあり得る利益相反を回避し、恣意的な判断がなされないようにする
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とともに、買付条件及び手続きの公正性を担保するという観点から、厳格なプロセスを経て当該

意見を決定することが望ましいと判断しました。 

このため、当社は、日比谷パーク法律事務所を法務アドバイザーとして選任し、同事務所によ

る法的助言を得ながら慎重に議論・検討を重ねるとともに、公開買付者らから提示されることと

なる公開買付価格の公正性を判断するための基礎資料とするべく、第三者算定機関として新日本

有限責任監査法人（以下「新日本」といます。）を選任して当社株式価値の算定について依頼し、

新日本より株式価値算定報告書を取得しました。 

新日本は、(i)市場株価法、(ii)ディスカウンテッド・キャッシュフロー法（ＤＣＦ法）及び(iii)類似上

場会社法の各手法を用いて当社の株式価値算定を行いました。新日本より取得した株式価値算定

報告書における各手法による当社株式価値の算定結果は、以下のとおりです。すなわち、(i)市場

株価法では、日本市場の市況全体の下落兆候も考慮し、株価の観測期間を６ヶ月間として設定し、平成

21年１月23日を基準日として、それ以前の６ヶ月間（平成20年７月23日以降平成21年１月23日）の終値を

単純平均して１株あたりの当社株式価値を算定し、(ii)ディスカウンテッド・キャッシュフロー法（ＤＣＦ

法）では、エクイティキャッシュフロー法（株主に帰属するキャッシュフローを適正な資本コストで割引き

評価する方法）により、当社経営戦略委員会が平成21年１月13日作成した中期経営計画による株式価値

を分析して１株あたりの当社株式価値を算定し、(iii)類似上場会社法では、当社と同業でかつ上

場している４社（アコム、武富士、アイフル、プロミス）を類似企業として選定のうえ、各社の時価総額（自

己株式控除後発行済株式数（流通株式数）×評価基準日終値。ただし、流通株式数については、平成

20年12月末現在のものを使用）と一定の指標を用いて比較して１株あたりの当社株式価値を算定し、

そのうえで、各算定手法による算定結果を総合評価し、１株あたりの株式価値を78.57円と算定して

います。 

さらに、当社取締役会は、本公開買付けに至る手続並びに本公開買付けの買付条件及び取引形

態の決定プロセスにおいて利益相反や一般株主を害する不公正が生じることを回避するべく、取

締役会の諮問機関として社外の専門家からなる独立委員会（以下「本独立委員会」といいま

す。）を設置し、本独立委員会に対して本公開買付けに関する諮問を行い、当該諮問事項に関す

る本独立委員会の意見を最大限尊重して本公開買付けに関する意見の内容を決議することといた

しました。本独立委員会の各委員には、公開買付者ら及び当社からの独立性及び中立性が確保さ

れていること並びに専門的知見を有していることを委員選定要件として、委員長として稲葉威雄

氏（弁護士）に、委員として竹原相光氏（公認会計士）及び大塚和成氏（弁護士）にご就任いた

だきました。なお、各委員には、本独立委員会の委員としてご就任いただくこととして、あらか

じめ本公開買付けに関する諮問を行い、十分な審議を経てきていただいております。 

本独立委員会は、その審議の過程において、当社に対して、当社の株価に対する考え方、本公

開買付けに係る当社と公開買付者らとの交渉の経緯やその状況、当社が本公開買付けに関する意

見表明に係る意思決定過程において公開買付者らから得た、公開買付者らの本公開買付けの目的、

公開買付者らによる当社株式価値の算定方法、本公開買付価格の公正性に関する公開買付者らの

考え方等の本公開買付け及び公開買付者らに関する事項、本公開買付け後における新生銀行グ

ループにおける当社の経営方針、完全支配化手続が完了した場合における公開買付者らがコン

シューマーローン事業を統合した場合に得られるシナジー効果、その他関連する事項についての

当社の認識、意見及びその根拠等について、資料及び情報の提供や説明を求めるとともに、本公

開買付けに係る買付価格その他の買付条件や完全支配化手続その他の取引形態について指摘を行

い、当社は、それらに真摯に対応し、公開買付者らと交渉いたしました。本独立委員会はこれら

を踏まえ、当社株主利益の確保及び本公開買付けに係る買付条件の公正性の確保などの観点から

慎重に検討を進め、当社取締役会から独立した委員会としての意見及び理由を取り纏め、当社取

締役会に提出いたしました。 

このような経緯を経て、当社取締役会は、本独立委員会の指摘を踏まえ、決議の成立のための

定足数にも配慮しつつ、社外取締役を残し、新生銀行出身の取締役２名が自主的に審議及び議決

に加わらないこととして、新生銀行出身取締役のみで取締役会の意思決定が不可能な状態を作出

したうえで、新日本より取得した株式価値算定報告書を精査するとともに、本独立委員会から提
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出された意見を最大限尊重して、当社事業価値の維持又は向上及び当社株主利益の確保その他本

公開買付けに係る買付条件の公正性の確保などの観点から慎重な審議を行い、本公開買付けに対

する意見の内容を出席取締役全員一致で決議いたしました。 

 

 

（５）本公開買付けに関する意見の理由 

 

日本の消費者金融業界は以下２つの出来事により、市場規模及び収益性がここ数年間で急速に縮

小しております。１つ目は、平成18年の最高裁判所の判決（最高裁判決平成18年１月13日）であ

り、この判決で、旧貸金業規制法第43条に規定されたいわゆる「みなし弁済規定」の要件について

厳格な判断が示されて以降、かかる超過利息の返還を求められる事例が急増いたしました。また、

２つ目は、平成 18 年に成立した改正貸金業法及び改正出資法であり、平成 21 年度中に予定される

最終施行により貸出金利の上限が 15%から 20% に制限されるとともに、総借入残高が年収の３分の

１を超える貸出が原則禁止となります。 

 

当社では、このような経営環境の大きな変化に対応するため、早い段階で経営の抜本的な改革に

着手しました。主な施策は以下のとおりであります。 

 

① オペレーションコストの削減 

平成18年度中に、全国11ヶ所に展開していた有人店舗を全廃し、４つの大規模センターへ

の業務集約を図るとともに、従業員の社外への転進支援を実施いたしました。この結果、過

去３年間で従業員数は50％以上減少し、平成20年12月31日現在で379名となっております。 

また、申込受付チャネルとしてローコストのインターネットチャネルの機能を強化すると

ともに、不採算の無人店舗の廃店を進めました。この結果、無人店舗数は３年間で40％以上

減少し、平成21年１月31日現在で317店舗となっております。一方、インターネットチャネル

への転換は順調に進んでおり、全体の申込数に占めるインターネットの割合は、３年前の

20％に満たない水準から、現在では40％を上回る水準まで高まっております。さらに、グ

ループの業務効率向上を目的として、過去３年間で子会社２社の吸収合併と1社の株式譲渡を

行い全ての子会社を整理いたしました。 

 

② 新金利ビジネスへの転換と債権ポートフォリオの再構築 

 貸付上限金利の引き下げを含む改正貸金業法等は平成21年度中に完全施行される予定であ

りますが、当社では法施行及び同業他社に先駆け、平成19年４月より新金利体系に転換し、

新規にご契約いただくすべてのお客様への貸付金利を利息制限法内に引き下げました。 

また、新金利への移行と将来的な環境変化を見据え、スコアリングモデルの精度向上と与

信基準の改定を行うとともに債権ポートフォリオの良質化を進めてまいりました。具体的に

は、既存の貸付債権を新しい与信基準で再審査のうえ、新金利でのご融資が可能なお客様へ

の貸付債権と新金利でのご融資への移行が困難なお客様への貸付債権（以下「旧金利資産」

といいます。）に区分し、旧金利資産の圧縮を図ってまいりました。これにより、旧金利資

産の債権ポートフォリオ全体に占める割合は平成19年４月の50％を上回る水準から、平成21

年3月には20％近くまで減少する見込みです。 

 

③ 経営環境の変化に対する財務上の備え 

 当社では、リボルビング契約を前提に１年間の貸倒実績率に基づき貸倒引当金を設定して

おりますが、旧金利資産につきましては、リボルビング貸付を停止して債権残高を圧縮する

こととしたことに伴い、回収完了までの将来に発生が見込まれる損失を一括して計上してお

ります。 
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 利息返還損失に対しましても、平成18年に日本公認会計士協会が発表した指針を踏まえ、

利息返還動向から将来の発生を合理的に見積もり、利息返還損失引当金を設定しております。 

 こうした引当の強化等による純資産の減少に対して、財務的な安定を図るため、平成19年

12月に株主割当増資を行いました。この増資には979名の株主の方に応募いただき調達額は

8,086百万円となりました。なお、この増資の結果、新生銀行の持ち株比率は36.44％から

67.77％となり、当社は新生銀行の連結子会社となりました。 

 

④ 内部統制・コンプライアンス態勢の整備 

 当業界では、改正貸金業法をはじめとした法令、ガイドラインや新たに設立された日本貸

金業協会の自主規制ルールにより、厳格な行為規制やコンプライアンス態勢の整備が求めら

れております。 

当社では、コンプライアンス態勢の充実を経営の最重要課題のひとつとしてとらえており、

各種規制に対し確実に対応するとともに、継続的な社員教育・研修により高い順守態勢の維

持に努めております。さらに、内部統制システムの充実を通じ、金融サービス業としてお客

様が安心してご利用いただけるよう質の高いサービスの提供に努めております。 

 

以上のとおり、当社は経営環境の変化に対応した経営改革に果断に取り組み、具体的な成果も

得てまいりましたが、かかる経営改革の途上で、平成19年３月期決算及び平成20年３月期決算に

おいて２期連続して赤字を計上してきております。 

 

一方、当社は、「新生銀行グループ」の一員としてコンシューマーローン事業を担い、また、

経営の基本方針として、「新生銀行グループ」としての安心・安全・信頼のブランドを醸成する

ことなどにより、健全なプレーヤーとして安定的に成長することを掲げております。 

平成14年３月、当社は新生銀行との間で業務提携契約（以下「本業務提携契約」といいま

す。）を締結し、平成16年10月に新生銀行が当社の筆頭株主となり、当社は新生銀行の持分法適

用の関連会社となりました。さらに、前述の株主割当増資の結果、当社は新生銀行の連結子会社

となりました。 

当社は、本業務提携契約を通じて、新生銀行が有する与信、ポートフォリオマネジメントなど

のノウハウ・技術等を活用し、業務基盤の強化・拡大を図ってまいりました。また、役員派遣を

含めた人的交流、証券化を含めた資金調達でも緊密な関係を構築してまいりました。 

本公開買付けの発表と同時に、当社は、新生銀行との間で本業務提携契約を合意解約するとと

もに、新生銀行、GECFの３社で「業務統合・再編成に関する基本合意書」を締結いたしました。

前述のとおり、当社は経営環境の大きな変化に対し、様々な改革に取り組んでまいりましたが、

引き続き市場規模の縮小が見込まれる中でさらなる効率化と良質な債権の拡大を図るためには、

新生銀行グループ内でコンシューマーローン事業の統合を進めることが合理的でありかつ必要不

可欠であると判断したものであります。なお、現時点では、業務統合・再編成に係る詳細は決定

されておりませんが、本合意書に基づき３社により設置される統合委員会において検討を行う予

定であります。「業務統合・再編成に関する基本合意書」の締結につきましては、本日あわせて

発表しております「新生銀行グループ消費者金融業務における業務統合・再編成に関する基本合

意書締結にかかわるお知らせ」をご参照ください。 

当社取締役会は、こうした状況を踏まえ、新日本より取得した株式価値算定報告書を精査する

とともに、本独立委員会から提出された意見を最大限尊重して検討を行った結果、上記業務統

合・再編成を進めることにより、新生銀行グループのコンシューマーローン事業の統合を機動的

に進めることは、当社の事業価値の維持又は向上に資するものであること、また、上記業務統

合・再編成に伴う当社の組織改編の前に当社株主に対して適切な売却の機会を提供するものであ

ることから、当社及び当社株主の利益にとって妥当であると判断し、本項第（１）号に記載の本

公開買付けに対する意見の内容を出席取締役全員一致で決議いたしました。 
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（６）今後の見通し 

 

公開買付者らは、本公開買付けにより対象普通株式の全てを取得できなかった場合において、本

公開買付けの結果及び本公開買付け後に予定される当社と GECF の間の業務の統合・再編成の内容

等を踏まえて当社等と協議を行った上で公開買付者らが必要と判断したときは、以下に述べる方法

により、完全支配化手続を実施する可能性があります。なお、公開買付者らは、本公開買付けの結

果として、その株式所有割合の合計が 90%以上となった場合、完全支配化手続を実施する予定でお

ります。 

具体的には、本公開買付けが成立した後に、公開買付者らは、①当社において普通株式とは別の

種類の当社株式を発行できる旨の定款変更を行うことにより、当社を会社法の規定する種類株式発

行会社とすること、②上記①による変更後の当社の定款の一部を追加変更して、当社の発行する全

ての普通株式に全部取得条項（会社法第 108 条第１項第７号に規定する事項についての定めをいい

ます。以下同じ。）を付す旨の定款変更を行うこと、及び③当社の当該全部取得条項が付された普

通株式の全部取得と引き換えに別の種類の当社株式を交付すること、上記①ないし③を付議議案に

含む株主総会及び上記②を付議議案に含む普通株主による種類株主総会の開催を当社に要請する可

能性があります。なお、当該株主総会の開催にあたり、公開買付者らは、上記①ないし③を同一の

株主総会に付議することを当社に要請する可能性があります。また、公開買付者らは、上記の株主

総会及び種類株主総会において上記各議案に賛成する予定です。 

上記①ないし③の各手続が実行された場合には、当社の発行する全ての普通株式は全部取得条項

が付された上で、全て当社に取得されることとなり、当社の株主には当該取得の対価として別の種

類の当社株式が交付されることになりますが、交付されるべき当該当社株式の数が１株に満たない

端数となる株主に対しては、法令の手続に従い、当該端株の合計数（合計した数に端数がある場合

には当該端数は切り捨てられます。）に相当する当該当社株式を売却すること等によって得られる

金銭が交付されることになります。なお、当該端数の合計数に相当する当該当社株式の売却の結果、

当該株主に交付される金銭の額については、特段の事情がない限り本公開買付価格を基準として算

定する予定ですが、その算定の時点が異なることから当該算定時点における当社の事業、業績、財

務状態、資産若しくは経営又はこれらの見込み等、又は完全支配化手続に関連する裁判所の判断等

によっては、当該金銭の額が本公開買付価格と異なり、これを上回る、同等である又は下回ること

があり得ます。また、全部取得条項が付された普通株式の取得の対価として交付する当社株式の種

類及び数は、本書提出日現在未定でありますが、完全支配化手続の目的が達成されるよう、本公開

買付けに応募されなかった当社の株主（公開買付者らを除きます。）に対し交付しなければならな

い当社株式の数が１株に満たない端数となるよう決定する予定であります。上記②の普通株式に全

部取得条項を付す旨の定款変更を行うに際しては、(a)少数株主の権利保護を目的として会社法第

116 条及び第 117 条その他の関係法令等の定めに従って、株主はその有する株式の買取請求を行う

ことができる権利を有しており、また、(b)同様の趣旨に基づき、全部取得条項が付された普通株

式の全部取得が株主総会において決議された場合には、会社法第 172 条その他の関係法令等の定め

に従って、株主は当該株式の取得の価格の決定の申立てを行うことができます。上記(a)又は(b)の

方法による１株当たりの買取価格及び取得価格は、最終的には裁判所が判断することになるため、

本公開買付価格とは異なることがあり得ます。これらの方法による請求又は申立てを行うにあたっ

ては、その必要手続等に関して株主各位において自らの責任において確認され、ご判断頂くことと

なります。 

なお、本公開買付けは、上記の株主総会及び種類株主総会における当社の株主の賛同を勧誘する

ものでは一切ありません。 

また、本公開買付けの結果として、公開買付者らの株式所有割合の合計が 90%に満たない場合、

又は本公開買付け後における、公開買付者らの株式所有割合、公開買付者ら以外の当社株主の当社

の株式の保有状況、公開買付者ら以外の対象者株主と公開買付者らとの関係（公開買付者である新
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生銀行と、現在の当社の大株主である創業関係者９名（株式所有割合約 17.5%）との間には、平成

14 年４月１日付け株主間契約（その後の変更を含みます。）に基づき、対象者の上場維持に協力す

る旨の合意が存在します。）、関係法令等についての当局の解釈等の状況若しくは本公開買付け後に

予定される当社と GECF の間の業務の統合・再編成の内容等を踏まえて当社等と協議を行った上で

公開買付者らが必要と判断した場合は、公開買付者らは、完全支配化手続を実施せず、当社の上場

を維持する可能性、又は完全支配化手続の目的が達成されるよう、上記方法とは別の方法（公開買

付者である新生銀行と当社の間の株式交換、公開買付者である GECF と当社の間の合併その他の組

織再編行為を含みます。以下同じとします。）の実施を当社に要請する可能性があり、また、その

実施に時間を要する可能性があります。なお、上記方法とは別の方法により完全支配化手続を実施

する場合、特段の事情がない限り本公開買付価格を基準として算定される額又は価値の金銭等を最

終的に当社株主に交付する方法を要請する予定ですが、その算定の時点が異なることから当該算定

時点における当社の事業、業績、財務状態、資産若しくは経営又はこれらの見込み等、又は完全支

配化手続に関連する裁判所の判断等によっては、また更には当該別の方法の内容に照らして本公開

買付価格の算定とは異なる要素に基づいて当該金銭等の額又は価値を算定すべき場合もありうるこ

とから当該別の方法の内容によっては、当該金銭等の額又は価値が、本公開買付価格と異なり、こ

れを上回る、同等である又は下回ることがあり得ます。 

以上に述べた完全支配化手続の実施の詳細（上記①ないし③の議案の詳細を含みます。）及び時

期については、現時点で未定であり、決定次第、公開買付者らから速やかに公表される予定です。 

 

（７）上場廃止となる見込み及びその事由 

 

当社の普通株式は、現在、東京証券取引所に上場されておりますが、本公開買付けにおいては買

付けを行う株券等の数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、東京証券取引

所の定める有価証券上場規程中の上場廃止基準（以下「上場廃止基準」といいます。）に従い、本

公開買付けの成立をもって、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。ただし、上記

(6)に記載した、本公開買付け後における公開買付者ら以外の当社株主と公開買付者らとの関係等

を踏まえて当社等と協議を行った上で公開買付者らが必要と判断した場合は、公開買付者らは、当

社の上場を維持するための措置を講じる可能性があります。また、当該基準に該当しない場合でも、

本公開買付けの成立後に、公開買付者らが、上記(6)に記載のとおり、当社等と別途協議の上、適

用ある法令に従い、完全支配化手続を実行する措置を取ることとなった場合には、上場廃止基準に

該当し当社の普通株式は上場廃止になります。なお、当社株式が上場廃止となった場合は、当社の

普通株式を東京証券取引所において取引することはできなくなり、当該株式を将来売却することが

困難になることが予想されます。また、完全支配化手続が実施される場合、当社の全部取得条項が

付された普通株式の取得対価として交付されることとなる別の種類の当社株式の上場申請は行われ

ない予定です。 

 

 

（８）公正性担保と利益相反回避のための措置 

 

上記のとおり、本公開買付けにおきましては、親会社である新生銀行が公開買付者であること、

取締役に新生銀行の出身者が含まれることに鑑み、当社取締役会は、本公開買付けに関する意見表

明に係る意思決定過程における利益相反を回避し、恣意的な判断がなされないようにするとともに、

買付条件及び手続きの公正性を担保するという観点から、厳格なプロセスを経て当該意見を決定す

ることが望ましいと判断しました。 

このため、当社は、まず、公開買付者らとは別に、公開買付者ら及び当社とは独立した第三者機

関であり、かつ関連当事者に該当しない新日本に当社の株式価値の算定を依頼し、新日本より株式

価値算定報告書を取得のうえ、公開買付者らから提示された公開買付価格の公正性を判断するため

の基礎資料とすることとしました。なお、新日本は、市場株価法、ディスカウンテッド・キャッシュフ
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ロー法（ＤＣＦ法）及び類似上場会社法の各手法を用いて当社の株式価値算定を行ったうえで、各算定

手法による算定結果を総合評価し、１株あたりの株式価値を78.57円と算定しています。 

また、当社は、本公開買付けに至る手続並びに本公開買付けの買付条件及び取引形態の決定プロセ

スにおいて利益相反や一般株主を害する不公正が生じることを回避するべく、取締役会の諮問機関

として社外の専門家からなる独立委員会を設置し、本独立委員会に対して本公開買付けに関する諮

問を行いました。 

さらに、当社は、本公開買付けに対する意見表明に関する意思決定過程、意思決定方法その他の

留意点について日比谷パーク法律事務所に助言を依頼しました。日比谷パーク法律事務所は、当社

との複数回の会議等において本公開買付けに関連する情報を取得し、法的助言を行うとともに、当

社の取締役会に対し、本公開買付けに対する意見表明に関する意思決定過程、意思決定方法が適法

である旨の意見書を提出いたしました。 

そのうえで、当社取締役会は、決議の成立のための定足数にも配慮しつつ、本独立委員会の指摘

を踏まえて、社外取締役を残し、新生銀行出身の取締役 2 名が自主的に審議及び議決に加わらない

こととして、新生銀行出身取締役のみで取締役会の意思決定が不可能な状態を作出したうえで、本

独立委員会から提出された意見を最大限尊重して検討を行い、本公開買付けに対する意見の内容を

出席取締役全員一致で決議いたしました。 

 

３．公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 

  該当事項はありません。 

 

４．会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 

  該当事項はありません。 

 

５．公開買付者に対する質問 

  該当事項はありません。 

 

６．公開買付期間の延長請求 

  該当事項はありません。 

 

 

以 上 

 

 

 

添付資料 

公開買付者の「当行上場子会社であるシンキ株式会社の株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」 
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（10）公開買付開始公告日 平成 21 年２月４日（水曜日） 

電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 

（電子公告アドレス http://info.edinet-fsa.go.jp/） 

 

（11）公開買付代理人 

日興シティグループ証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 

なお、公開買付代理人は、その事務の一部を再委託するために下記の復代理人を選任しており

ます。 

日興コーディアル証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 

 

３．今後の買付け後の方針等及び今後の見通し 

 

公開買付者らは、本公開買付けにより対象普通株式の全てを取得できなかった場合において、本公

開買付けの結果及び本公開買付け後に予定される対象者とGECFの間の業務の統合・再編成の内容等

を踏まえて対象者等と協議を行った上で公開買付者らが必要と判断したときは、以下に述べる方法

により、完全支配化手続を実施する可能性があります。なお、公開買付者らは、本公開買付けの結

果として、その株式所有割合の合計が90%以上となった場合、完全支配化手続を実施する予定でおり

ます。 

 

具体的には、本公開買付けが成立した後に、公開買付者らは、①対象者において普通株式とは別の

種類の対象者株式を発行できる旨の定款変更を行うことにより、対象者を会社法の規定する種類株

式発行会社とすること、②上記①による変更後の対象者の定款の一部を追加変更して、対象者の発

行する全ての普通株式に全部取得条項（会社法第108条第１項第７号に規定する事項についての定め

をいいます。以下同じ。）を付す旨の定款変更を行うこと、及び③対象者の当該全部取得条項が付さ

れた普通株式の全部取得と引き換えに別の種類の対象者株式を交付すること、上記①ないし③を付

議議案に含む株主総会及び上記②を付議議案に含む普通株主による種類株主総会の開催を対象者に

要請する可能性があります。なお、当該株主総会の開催にあたり、公開買付者らは、上記①ないし

③を同一の株主総会に付議することを要請する可能性があります。また、公開買付者らは、上記の

株主総会及び種類株主総会において上記各議案に賛成する予定です。 

 

上記①ないし③の各手続が実行された場合には、対象者の発行する全ての普通株式は全部取得条項

が付された上で、全て対象者に取得されることとなり、対象者の株主には当該取得の対価として別

の種類の対象者株式が交付されることになりますが、交付されるべき当該対象者株式の数が１株に

満たない端数となる株主に対しては、法令の手続に従い、当該端株の合計数（合計した数に端数が

ある場合には当該端数は切り捨てられます。）に相当する当該対象者株式を売却すること等によって

得られる金銭が交付されることになります。なお、当該端数の合計数に相当する当該対象者株式の
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売却の結果、当該株主に交付される金銭の額については、特段の事情がない限り本公開買付価格を

基準として算定する予定ですが、その算定の時点が異なることから当該算定時点における対象者の

事業、業績、財務状態、資産若しくは経営又はこれらの見込み等、又は完全支配化手続に関連する

裁判所の判断等によっては、当該金銭の額が本公開買付価格と異なり、これを上回る、同等である

又は下回ることがあり得ます。また、全部取得条項が付された普通株式の取得の対価として交付す

る対象者株式の種類及び数は、平成21年２月３日現在未定でありますが、完全支配化手続の目的が

達成されるよう、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主（公開買付者らを除きます。）に対

し交付しなければならない対象者株式の数が１株に満たない端数となるよう決定する予定でありま

す。上記②の普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更等を行うに際しては、(a)少数株主の権利

保護を目的として会社法第116条及び第117条その他の関係法令の定めに従って、株主はその有する

株式の買取請求を行うことができる権利を有しており、また、(b)同様の趣旨に基づき、全部取得条

項が付された普通株式の全部取得が株主総会において決議された場合には、会社法第172条その他の

関係法令等の定めに従って、株主は当該株式の取得の価格の決定の申立てを行うことができます。

上記(a)又は(b)の方法による１株当たりの買取価格及び取得価格は、最終的には裁判所が判断する

ことになるため、本公開買付価格とは異なることがあり得ます。これらの方法による請求又は申立

てを行うにあたっては、その必要手続等に関して株主各位において自らの責任において確認され、

ご判断頂くこととなります。 

 

なお、本公開買付けは、上記の株主総会及び種類株主総会における対象者の株主の賛同を勧誘する

ものでは一切ありません。 

 

また、本公開買付けの結果として、公開買付者らの株式所有割合の合計が90％に満たない場合、又

は本公開買付け後における、公開買付者らの株式所有割合、公開買付者ら以外の対象者株主の対象

者の株式の保有状況、公開買付者ら以外の対象者株主と公開買付者らとの関係（公開買付者である

新生銀行と、平成21年２月３日現在の対象者の大株主である創業関係者９名（株式所有割合約17.5%）

との間には、平成14年４月１日付け株主間契約（その後の変更を含みます。）に基づき、対象者の上

場維持に協力する旨の合意が存在します。）、関係法令等についての当局の解釈等の状況若しくは本

公開買付け後に予定される対象者とGECFの間の業務の統合・再編成の内容等を踏まえて対象者等と

協議を行った上で公開買付者らが必要と判断した場合は、公開買付者らは、完全支配化手続を実施

せず、対象者の上場を維持する可能性、又は完全支配化手続の目的が達成されるよう、上記方法と

は別の方法（公開買付者である新生銀行と対象者の間の株式交換、公開買付者であるGECFと対象者

の間の合併その他の組織再編行為を含みます。以下同じとする。）の実施を対象者に要請する可能性

があり、また、その実施に時間を要する可能性があります。なお、上記方法とは別の方法により完

全支配化手続を実施する場合、特段の事情がない限り本公開買付価格を基準として算定される額又

は価値の金銭等を最終的に対象者株主に交付する方法を要請する予定ですが、その算定の時点が異

なることから当該算定時点における対象者の事業、業績、財務状態、資産若しくは経営又はこれら
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の見込み等、又は完全支配化手続に関連する裁判所の判断等によっては、また更には当該別の方法

の内容に照らして本公開買付価格の算定とは異なる要素に基づいて当該金銭等の額又は価値を算定

すべき場合もありうることから当該別の方法の内容によっては、当該金銭等の額又は価値が、本公

開買付価格と異なり、これを上回る、同等である又は下回ることがあり得ます。 

 

以上に述べた完全支配化手続の実施の詳細（上記①ないし③の議案の詳細を含みます。）及び時期に

ついては、現時点で未定であり、対象者等と協議の上、決定次第、速やかに公表します。 

 

対象者の普通株式は、平成21年２月３日現在、東京証券取引所に上場されておりますが、本公開買

付けにおいては買付けを行う株券等の数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第で

は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程中の上場廃止基準（以下「上場廃止基準」といいま

す。）に従い、本公開買付けの成立をもって、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。

但し、上記に記載した、本公開買付け後における公開買付者ら以外の対象者株主と公開買付者らと

の関係等を踏まえて対象者等と協議を行った上で公開買付者らが必要と判断した場合は、公開買付

者らは、対象者の上場を維持するための措置を講じる可能性があります。また、当該基準に該当し

ない場合でも、本公開買付けの成立後に、公開買付者らが、上記に記載のとおり、対象者等と別途

協議の上、適用ある法令に従い、完全支配化手続を実行する措置を取ることとなった場合には、上

場廃止基準に該当し対象者の普通株式は上場廃止になります。なお、対象者株式が上場廃止となっ

た場合は、対象者の普通株式を東京証券取引所において取引することはできなくなり、当該株式を

将来売却することが困難になることが予想されます。また、完全支配化手続が実施される場合、対

象者の全部取得条項が付された普通株式の取得対価として交付されることとなる別の種類の対象者

株式の上場申請は行われない予定です。 

 

４．その他 

（１）公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容 

最近の３事業年度の各期末時点における、公開買付者である新生銀行と対象者との間の重要な

取引の内容は、以下のとおりです。 

平成 18 年３月期 当座貸越契約(極度額 250 億円) 貸出人:公開買付者（新生銀行）借入人:対象者 

平成 19 年３月期 当座貸越契約(極度額 250 億円) 貸出人:公開買付者（新生銀行）借入人:対象者 

平成 20 年３月期 当座貸越契約(極度額 250 億円) 貸出人:公開買付者（新生銀行）借入人:対象者 

また、平成 21 年２月３日現在においても、上記取引が存在しています。 

この他、公開買付者は、平成 19 年 12 月 13 日を効力発生日として対象者が実施した、株主割

当の方法による増資に応じ、対象者の普通株式 76,822,572 株を引受けております。なお、公開

買付者らと対象者の役員との間には、重要な取引はありません。 
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（２）投資者が買付け等への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の情報 

該当事項はありません。 

 

以 上 
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＃＃＃ 

 

シンキ株式会社の株主の皆様 

 

シンキ株式会社の株主の皆様におかれましては、本公開買付けの応募手続き等につきご不明な点がご

ざいましたら、日興シティグループ証券株式会社（公開買付代理人）または日興コーディアル証券株

式会社（復代理人）まで、お問い合わせ下さい。 

 

なお、日興コーディアル証券株式会社では、本公開買付けの応募手続きに関する個人株主様のお問い

合わせ先として専用フリーダイヤルを開設しております。 

 

日興コンタクトセンター公開買付け専用ダイヤル【個人株主様専用】 

フリーダイヤル： ０１２０－２５０－９５９ 

開設期間： 公開買付期間（平成 21 年２月４日～平成 21 年３月 18 日） 

9:00～17:00（但し、土・日・祝日を除く） 

 

（※）応募手続き書類のご請求の際は、株主ご本人様がお問合せ下さいますようお願いいたします。 

（※）日興コーディアル証券ホームページもご参照下さい。サイト内検索で「公開買付」と入力し

検索下さい。 

 


